
横浜創業支援セミナー
横浜市特定創業支援等事業

主催：公益財団法人神奈川産業振興センター
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セミナー受講後もご希望がございましたら
講師や担当職員が皆さまを継続的にサポートします！ 共催：神奈川県よろず支援拠点

＊1日目 (6/19) のセミナー冒頭で、横浜市の「特定創業支援等事業」と、神奈川産業振興センターの創業支援メニューのご案内があります。
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神奈川産業振興センター(KIP)では、創業や新規事業の「アイデアをかたちにする」ビジネス講座を4日間の
シリーズとして開催します。創業や事業化に踏み切れずに悩んでいる方、アイデアを具体化したい方などにお勧
めです。ぜひ、ご参加ください！なお、当セミナーは「横浜市特定創業支援等事業」に位置付けられており、全
4日間の受講を修了されますと、創業時における各種メリットが受けられるようになります。

対象者

会 場 神奈川中小企業センタービル 6F 大研修室

40名程度（先着順）

●1年以内に創業を予定しており、かつ4日間全ての受講が可能な創業予定者
●創業してから5年未満で、かつ4日間全ての受講が可能な方（個人事業主、法人代表者のいずれも応募可能）

定 員

販路開拓人材育成財 務経 営

【全4日間の受講を修了した方】
横浜市へ申請し発行される証明書により
・法人設立時の登録免許税減免
・横浜市中小企業融資制度の一部優遇
・日本政策金融公庫の融資制度の一部優遇
・補助金や助成金申請における一部優遇 等

受講メリット

今江 亮一

●創業するために大切なこと
●経営理念、経営ビジョンの

作り方

●事業計画書の必要性と
作り方

●収支計画と資金計画を
作ろう

●事業計画書を作ろう

●融資申し込みと資金管理

●創業時の人材育成の
ポイント

●仲間作りは、会社づくり
(組織風土と企業風土の違い)
●人材育成計画を
                        作ってみよう

●ファン作り
マーケティングの重要性

●モノは売れない
課題解決が売れる

●無料で広報、
マスメディア戦略



●神奈川産業振興センターのホームページ内の「横浜創業支援セミナー」の専用フォーム

よりお申込みください。

＊フォーム入力必須の「会社・団体名」の項目は、創業前の方は「創業予定」と入力して下さい。

●フォーム送信後、申込受付完了メールが届きます。

＊申込受付完了メールをもって受講確定となります。

＊24時間以内に申込受付完了メールが届かない場合はご連絡ください。

●先着順での受付となり、定員に達し次第、募集は終了致します。

神奈川中小企業センタービル6F 大研修室

（〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80）

●地下鉄関内駅 7番出口より 徒歩2分

●JR関内駅北口より徒歩5分

●JR桜木町駅より 徒歩7分

●みなとみらい線馬車道駅 3番出口より徒歩7分

お問合せ

公益財団法人神奈川産業振興センター 経営支援部 創業新事業課
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル4F
：045-633-5203  ：management@kipc.or.jp

概要および申込サイト

●全4回のセミナー実施後に、受講者の情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス）を横浜市
   に提出いたします。

●横浜市特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書の発行に関しましては、全4回のセミ

   ナー受講修了後に、受講者ご自身で「横浜市経済局イノベーション推進課」に発行申請を
   行ってください。なお、全4回の受講確認が取れなかった場合、証明書は発行されません。

●横浜市特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書による各種メリットの内、「法人設立
   時の登録免許税減免」、「横浜市中小企業融資制度の一部優遇」については、横浜市内で創業
   する方が対象となります。

●既に創業済の事業者における、代表者以外のその他役員や従業員の方の代理受講はできません。

会場への行き方

横浜市特定創業支援等事業に関する注意事項

申 込 方 法

どこに居住しているか
どこで事業を営むか

本店・事業所の所在地はどこか
発行対象となるか

横浜市内外を問わず 横浜市内 発行対象になる

横浜市内 横浜市内外を問わず 発行対象になる

横浜市外 横浜市外 発行対象にならない

●令和７年10月１日から、証明書発行対象者が変更されています。下記表をご確認ください。
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